
国家戦略特区における追加の規制改革事項等について （抄） 

 

平成２９年２月２１日 

国家戦略特別区域諮問会議 

 

 

◇ 国家戦略特区について、「日本再興戦略２０１６」（平成２８年６月２日閣議決定）な

どに基づき、また、指定した特区の区域会議や全国の地方自治体・民間からの提案も踏ま

え、必要な規制改革事項を追加する。 

 

◇ 具体的には、引き続き、国家戦略特別区域諮問会議や国家戦略特区ワーキンググループ

における検討も踏まえ、以下の規制改革事項について、今国会に提出する特区法改正案の

中に、特例措置等の必要な規定を盛り込むなど、所要の措置を講ずる。 

 

 

３．子育てに係る環境の整備など、社会保障・働き方の充実 

 

◇ 我が国経済社会の持続的発展に必要不可欠な社会保障制度の実現のため、子育てに係る

環境の整備や働き方などに関する以下の規制改革事項について、今国会に提出する特区法

改正案の中に、特例措置等の必要な規定を盛り込む。 

 

（３）多様な働き方のための「テレワーク推進センター（仮称）」の設置 

・ テレワークの普及を促進し、仕事と生活の調和を図ることができる環境を整備するた

め、国と地方自治体とが連携して、企業に対し、テレワーク導入に係る情報提供、相談・

助言等をワンストップで実施する総合的・一体的なテレワーク推進に向けた支援窓口と

して、「テレワーク推進センター（仮称）」を、区域会議の下に設置する。 
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